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徳
島
県
告
示
第
六
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
二
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

宮
本

麻
雄

板
野
郡
北
島
町
中
村
字
長
池
一
九
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

丸
八
ビ
ル

所
在
地

板
野
郡
北
島
町
江
尻
字
松
ノ
本
九
番
地
ほ
か

３

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

廃
止
前

二
、
〇
三
六
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
止
後

〇
平
方
メ
ー
ト
ル

４

廃
止
年
月
日

令
和
元
年
九
月
十
九
日

二

届
出
年
月
日

令
和
二
年
二
月
四
日



徳
島
県
告
示
第
六
十
九
号

次
の
者
の
申
請
に
係
る
徳
島
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
二
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

申
請
人
の
住
所
及
び
氏
名

地

区

名

事

業

名

工

事

の

完

了

年

月

日

三
好
郡
東
み
よ
し
町
昼
間
三
二
五
五

三
好
地
区

農
業
用
用
水

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

番
地
一

葛
籠
一
号
工
区

施
設
整
備

籠
島
恭
一
ほ
か
十
七
名

同

同

同

同

二
十
六
日

葛
籠
二
号
工
区

同

同

同

同

三
月
二
十
三
日

昼
間
二
号
工
区

同

同

同

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

増
川
工
区

同

同

同

平
成
二
十
二
年
二
月
八
日

昼
間
四
号
工
区

同

同

同

同

三
月
三
日

内
野
工
区

同

同

同

同

二
十
五
日

昼
間
三
号
工
区

同

同

同

平
成
二
十
三
年
三
月
十
八
日

昼
間
一
号
工
区

同

同

同

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日

足
代
工
区

同

同

同

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
九
日

男
山
工
区

同

同

農
業
用
排
水

平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

柳
沢
一
号
工
区

施
設
整
備

同

同

同

同

四
月
二
十
七
日

岸
下
一
号
工
区

同

同

同

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

柳
沢
二
号
工
区

同

同

同

同

三
月
二
十
三
日

内
野
工
区

同

同

同

同

三
十
日

石
木
工
区

同

同

同

同

十
二
月
十
二
日

岸
下
二
号
工
区

同

同

同

平
成
二
十
一
年
三
月
十
一
日



葛
籠
工
区

同

同

同

同

十
二
月
二
十
一
日

増
川
工
区



徳
島
県
告
示
第
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
二
年
二
月
十
八
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
二
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

一
般
国
道

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路

線

名

区

間

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル)

三
好
市
山
城
町
八
千
坊
字
中
ノ
瀬
三

三
九
番
一
地
先
か
ら

旧

四
・
〇
〜
二
一
・
九

一
七
〇
・
〇

同

字
ビ
ワ
ノ
セ

三
一
九
号

一
九
七
番
一
地
先
ま
で

同

新

八
・
九
〜
二
一
・
九

一
七
〇
・
〇



徳
島
県
告
示
第
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
二
年
二
月
十
八
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
二
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
郡
東
み
よ
し
町
加
茂
三

二
一
三
番
一
地
先
か
ら

旧

四
・
二
〜
五
・
四

九
四
・
一

４

三
加
茂
東
祖

同

三

４

谷
山

二
〇
六
番
六
地
先
ま
で

同

新

四
・
四
〜
六
・
二

九
四
・
一



徳
島
県
告
示
第
七
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
二
年
二
月
十
八
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
二
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
井
川
町
乳
ノ
久
保
五

５

旧

三
・
八
〜
四
・
八

二
三
・
一

一
九
番
三
三
六
地
先

６

腕
山
花
ノ
内

２

同

新

七
・
五
〜
九
・
三

二
三
・
一



徳
島
県
告
示
第
七
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
二
年
二
月
十
八
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
二
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
郡
東
み
よ
し
町
加
茂
三
二
一

４

三
加
茂
東
祖

三
番
一
地
先
か
ら

九
四
・
一

令
和
二
年
二
月
十
八
日

４

谷
山

同

三
二
〇

六
番
六
地
先
ま
で



公

告

鳴
門
病
院
労
働
組
合
か
ら
春
闘
の
要
求
に
関
し
て
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
以
降
、
同
組
合
員
が
従
事

す
る
次
の
職
場
に
お
い
て
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
二
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
構
内
及
び
全
職
場


